
 

■借上げ住宅の再契約に関する事務フロー 
＜仲介業者をご利用の場合＞        ＜仲介業者をご利用でない場合＞ 
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※１ 契約書等：契約書４部、重要事項説明書 1 部、請求書１部、定借説明書１部。 

※２ 契約書等：契約書４部、定借説明書１部。 

※３ 事務代行市町村とは、入居者が被災時に居住していた市町村です。 

②契約書等送付 

③契約書２部送付 

事務代行市町村※３ 
○契約書の内容確認 
○契約書の押印 

福島県（建築指導課） 
○契約書の内容確認 
○契約書の押印（契約確定） 
○賃料等支払 

事務代行市町村 
○契約書の確認、保管 

③契約書 1 部送付 

仲介業者 
○契約書確認、 
（写）保管 

入居者 
○契約書保管 

④契約書 1 部送付 

貸主 
○契約書保管 

⑤契約書 1 部送付 

① 契約書等送付※１ 
 

入居者 
○契約書保管 

④契約書 1 部送付 

貸主 
○契約書保管 

③契約書２部送付 

貸主 
○契約書等作成依頼 

仲介業者 
○契約書等の作成 

貸主・入居者 
○契約書へ押印 

貸主 
○契約書等の作成 

入居者 
○契約書へ押印 

 

① 契約書等送付※２ 
 

 


